
 1 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

一部改正条例案５件、新設条例案１件を提出予定です。 

一部改正条例案 

番
号 条 例 案 の 概 要 

１ 長野県松本空港条例の一部を改正する条例案 

 県民の利便性向上及び航空会社が運航しやすい環境の整備の観点から、松

本空港の運用時間の延長を行います。 

（令和３年８月27日から施行） 

２ 長野県県税条例等の一部を改正する条例案 

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の制定及び地方税法等の一部

改正に伴い、過疎地域の市町村が定める産業振興促進区域内において設備の取得

等をした者に対する事業税、不動産取得税及び固定資産税に係る課税免除の特例

措置を規定するほか、所要の改正を行います。 

（公布の日（一部の規定は、令和４年１月１日、同年４月１日、令和６年１月１

日）から施行） 

 

３ 貸付金免除条例の一部を改正する条例案 

 長野県看護職員修学資金について、過疎地域の町村の保健師等の業務に従事

した場合を修学資金の償還債務の免除対象に加えるほか、所要の改正を行いま

す。 

（公布の日から施行） 

 

 

令和３年６月県議会定例会提出予定条例案の概要 

 

情報公開・法務課 法務係 
担当：重野 靖 片桐 栄子 
026‐235‐7057（直通） 
026‐232‐0111（代表）内線 2287 
026‐235‐7370（FAX） 
E-mail:kokai@pref.nagano.lg.jp 
 

交通政策課松本空港利活用・国際化推進室  

026-235-7396 (FAX) E-mail: airport@pref.nagano.lg.jp 

 

医師・看護人材確保対策課  

      026-235-7377 (FAX) E-mail: ishikango@pref.nagano.lg.jp 

 

税務課 026-235-7497 (FAX) E-mail: zeimu@pref.nagano.lg.jp 
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保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例案 

救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する

基準の一部改正に伴い、救護施設等に対する感染症及び災害が発生した場合

の業務継続に向けた計画の策定等の義務付けなどの基準を設けるほか、所要

の改正を行います。 

（令和３年８月１日から施行） 

５ 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例及び長野県手数料徴収条例

の一部を改正する条例案 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一

部改正に伴い、次のとおり改正します。 

⑴ 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例 

 新たに知事の事務として追加された地域連携薬局及び専門医療機関連携

薬局に対する立入検査等について、事務処理の効率的執行の観点から、保

健所設置市に移譲します。 

⑵ 長野県手数料徴収条例 

 新たに設けられた医薬品の保管のみを行う製造所の登録等の事務に係る

手数料を定めるほか、所要の改正を行います。 

（令和３年８月１日から施行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設条例案 

番
号 条 例 案 の 概 要 

６ 長野県自然公園施設条例案 

自然公園の保護及び適正な利用を推進し、並びに自然体験活動の機会を提

供するため、長野県自然公園施設の設置及び管理等に関し必要な事項を定め

ます。 

（令和４年４月１日から施行） 

 

 

 

地域福祉課 026-235-7172 (FAX) E-mail: chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp 

 

自然保護課 026-235-7498 (FAX) E-mail: shizenhogo@pref.nagano.lg.jp 

 

薬事管理課 026-235-7398 (FAX) E-mail: yakuji@pref.nagano.lg.jp 

 


